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はじめに 

前回の 2019 年 （令和 年 ）有床診療所委員会答申において、 が国の

中長 に た地域医療には、地域の人 構 ・医療事 を まえ、2025 年

問 2040 年問 を り え、 の地域に た「 くり」の中 として、

地域 から される有床診療所を に ら るかについて強調した。 

 

今、新 コロナ イ 感 の な 行、 して 重なる地 ・

による の により、有床診療所が地域医療提供体制を支えるた

めには、平時のみでなく有事において をす きかとの問 提 がなされ

ている。 

 

全国の有床診療所は、 外 チン 、宿 療 者、 機・

療 者への 診 の外 機能 けでなく、コロナ感 基 病院の

後方支援病床として入院機能を し、地域に なかかりつけ医として

な役割を果たしてきた。 

 

平時 有時において 、かかりつけ医としての な病床を し、 者中

の医療の 現を目 すことが重要である。 

のためには、 人員確保への 、 有事の ッ ッ 体制、 者の

病 に じた 、 病院・診療所 の連携の後 し、 ICT 化の支援



 

を国・都道 県に めていく 要がある。また、人 減 ・ 高齢化社会の

中で、病院とは異なる な病床機能体系の確 について 検討す きでは

ない うか。 

地域医療提供体制を支えるためには、地域 の中での

くりに に していくのか、 して、地域 （国 ）が有床診療所に、

を しているのかを し、 れに う えていくのか、 に れを う

していくのかについて検討を重ね、ここに答申する。 

  



 

第 1 章 有床診療所と新型コロナウイルス感染症の流行 

1 1 有床診療所  

有床診療所は24時 の診療体制を持 、今 のコロナ禍では 外 PC

検査 の診療 を行うとと に、在 療 者に して 診 で 24 時

している。また、 の入院機能を かし、後方病床として 性化した 者の

受け入れ で されうる。 

チン くの施設で 施され、 の役割を果たしてきた。個

は全体の 7 割で 施され、う 科系施設では 9 割が院 と在 で 施され

ている。 職域 については、有床診療所の 性を かし、医師 1

2 と看護職員 3 で に平 4 時 前後 しており、日本国全体の

コロナ禍 の中で果たしている有床診療所の役割は 分に される き

である。1 

 

 

1 2 コロナ に 有床診療所の に て 

新 感 に できる有床診療所は、 在能力を持つ の め、 して

なくはない。新 コロナに する有床診療所の診療機能に して、診療・検

査医療機 の を受けている施設は 32 7 であり、 外 を 施してい

る施設が 39 3 、検査を 施している施設が 60 7 であ た 1。これらの

 
1 日医 ング 461 （2021 年 9 月 28 日）「2021 年 有床診療所の現状調査」 



 

は、一 高くないように えるが、回答施設の 要診療科のう 科は

38 4 であり、眼科 産 人科、整形外科 の専 医療を う くの有床診療

所の回答 た全体での割 であることに 目す きである。 

チンの個 を行 ている施設は 68 9 であ た。また、新 コロ

ナ 病院から回 後の 者を受け入れた施設が 3 6 であ た。なお、日医

ング の調査時 は 2021 年 7 月のため、 の後の第 5 で

は に受け入れが広が たと れる。 

なお、有床診療所が感 者増加時に入院機能を有するのに 要な を

ると、 者とな た 機職員の （54 9 ）、 の確保（53 5 ）、

入院 者の 理 療 支援のための人材確保（52 3 ）、 性者の 院

の確保（42 5 ）、 ングを む感 策の知 の 得（41 7 ）であ

た 1。これらの を するための国 の支援と、 性 療を終えた

回 者を き受けるための病院との連携 の構築ができれ 、有床

診療所は なる が される。  



 

1 3 コロナ に 地域 の に て 

第 5 で の さが き りとな た 療 者への支援については、

ま は保健所 地域行 との 者 報の 有を めた連携機能の強化が め

られる。本感 が2 の 感 である り 理 体は保健所となるが、

保健所 理 であ て 医療機 がし かりと医療支援を継続できるような

体制が構築される きである。2040 年（令和 22 年）に けて地域

と在 医療を むかかりつけ医機能をはじめとした地域医療の が

れてきたが、新 コロナの 療 者に して、 して には 2040 年に

けて、一 診療所 在 医療を う医療機 との連携強化が である。

して、これらの となる機能は病床を有する地域 の有床診療所が

うのが理 である。



 

1  コロナ に イ 診療 

現状、コロナ禍での時 ・ としてオンライン診療の 診が

されているが、時 ・ 終 後に、平時の 面診療における 全性・

性との 検 が 要である。 

オンライン診療は、 入コ が高 、 面診療と して診療報 が

い、病状 療継続の が しい とい た がある一方で、コロ

ナ禍においては感 の有 な となり得、コロナ禍 外で 一部の

には有 となり得る。 

有床診療所として 、 働 「オンライン診療の な 施に する

」 医師 けの を通じてオンライン診療の長所と 所を理解し、 院

の に じて、 入を検討すること 重要と える。 全を 分に 保した

上で、オンライン化した うが な のはオンライン診療で するこ

とで、有床診療所 のコ 業務に人員を でき、新 コロナへの によ

る人材 を える可能性 ある。 

新 コロナ れ 外の入院医療に してのオンライン診療の とし

て、入院 者を 科の医療機 へ受診さ たい （ 科受診）にオンライン

診療で行う方法が えられる。前 の には 医 の と の医療機

の医師がオンライン診療を行う   P  が められている。コロナ

禍における入院 者の外 は、 者の 体状況 き いする の都

で制 が く、感 の から けたい のである。2021 年 6 月 18 日



 

に 議 された 制改革 施計画では、オンライン診療の 診は 、かか

りつけ医とされている のの、かかりつけ医 外の医師があらかじめ診療 、

診療 報提供 で 者の状 を できる めて検討することとさ

れている。有床診療所の入院 者であれ 、医師 看護職員が した状況で

の受診が可能である。 診であ て 事前に 医に 分な 報を提供し

すく、検討に するのではないか。なお、この取 については、全国 地の有

床診療所が して、 医とオンライン診療を行う の医師とで、有床診療

所の れ れの 方の専 知 を かした ッ を構築すること

検討の 地がある。お いが有床診療所であることは、診療時 を す

いこと 、院 の事 し り すい の ッ ある。 

一方でオンライン診療の 入・ にあた ては、前 したとおり

い。オンライン診療が でない は かに中 し、 面診療に り え

る の事前承 体制整備、 なイン コン ン の 、医療

全 策と 報 策、 イ に できる職員の 「オ

ンライン 確 」について 分な検討が 要である 、 全で の高い医

療の提供のため、 分な体制 くりが められる。 

  



 

第 2 章 全世代型地域包括ケアシステムの中核としての有床診療所 

2 1 中核と 有床診療所 

後医療の中核を していた有床診療所は 年減 の一 をた り、2021

年（令和 3 年）4 月には全国で 6 500 施設を割 ている。しかし、 えように

よ ては として 6 000 上の医療機 が地域に して 広く して

おり、「社会 通 本としての医療」の一 をし かり ていると 言え

る。 

人は し 高齢になれ 体が かなくなり病 が になる。今までは病

は医療機 で、 護は 護施設で れ れ行え よいと えられていた。しか

し、病 が で 護が 要になり、 に要 護者が病 になるように、医療

と 護は 化する。このようなときに が う き、 な問 解 にあた

るのか、 が中 にいれ 事が に進むのか。 こで本委員会としては有

床診療所こ が の中 役割を うに さ しい施設であると する。 

有床診療所は、「在 医療の 」「 時 」「病院からの 院 者

の在 ・ 護施設への受け し」「終 医療」 の機能を持 、地域

の中核としての役割を い得るため、 の有 がより一

されている。 

に、2021 年調査 1において、地域 の中で中核 医療機

能を果たしていると 答した施設は全体で 3 割 上、 科系で 4 割 上を

めている。 



 

地域 の構築においては医療・ 護・ ・ まい・ 支

援が に確保される体制が 要となり、 知 高齢者の増加が まれ

ることから地域で支えることが重要とされた。また、高齢化の進 状況には

きな地域 があるため、 体は保 者である 都道 県であるとし、地

域の 性 体性に基 き、地域の 性に じた制 ができると され

た。しかし、現状では一部の地域では 行しているが日本全国に広まり し

つつあるとはいいがたい。 れは の核になる のがないこと 一

である。 

要 護者を に しているのは 護施設である。 の の 上は目を

る のがあり 者の は高い。しかし、 者は要 護 を受け

護 に じた 計画 に基 いてしか を受けられない。ま

た、医療提供施設ではないため、 な で に するとこ が い。

一方で、病院では、提供する医療が専 化し、 性 より 性 に

する が強い。 

ここに、有床診療所の がある。 え 、 今、 として 目されてい

る イ では、要 護 の には 要支援とされ、 要な 護支援・

援 が受けられない がみられるが、このような医療と 護の にいる人

に して有床診療所が できる。また、 護現 で に医療が 要にな

た に、2 次 上での となることが いが、有床診療所の により、

病院の 医療の に めをかけることができる。 



 

また、有床診療所の としては、 

1）入院医療 ているため職員が常 しており 24 時 が可能 

2）病状 化 長 療 、 イ な状 に し入院 可能 

3）保 診療として、 護計画を てる 要がなく に 可能 

4）一 の に 分 可能 

が げられ、地域 で められている医療と 護を

している。 働 このことを め有床診療所に地域

を提 している2。 

また、 み れた で最 まで で らすという地域

は、 と と に高齢者 けであ たが、 ・地域社会の と の

化、 要な支援の 化を理 に地域 を全 代 に

さ ることとされた。今までの地域 で に た

護計画を てることは ではなか たが、守備 がさらに広がり、調整

は する のと れる。 

現在、 してこれからの有床診療所の役割は、 職 の イ 役として、

マ と連携した要 護者の健 理、かかりつけ医としての 者

の 療と健 増進、 時 としての一 の 医療での入院 療

診、 して在 ・施設での看取り 、 な 面での があり、あら る

代からの めに えきれると える。可能な り み れた地域で 分ら

 
2 2017 年 11 月 17 日第 371 回中医協 会  



 

しい らしを人 の最 まで して続けられるようにこの地域の に

えられる存在になる きと える。 

全 代 地域 では障 者・ 、 者 めて す

る 要がある。 れらの医療 は であり、 れ れの 病 障 に

じて、個 に する 要がある。これは、医師にしかできない重 な役割

であることを れてはなら 、医師の の とつとして常に 続け

ていかなけれ ならない。 

  



 

2 2 と有床診療所 

の高い医療提供体制およ 地域 の構築のためには、医

療・ 護における 者 での 時 な 報 有が 可 であり、 れには

ICT の が 有 である。ICT の により、 者に する な 報を

有し状 に た の高い医療を提供できること、 性 医療から回

医療、在 医療、 護への移行が に 施されること、 重検査

が けられ 者 減されること が できる。 

、在 医療の 、終 の看取り、 イ に する有床

診療所にと て、ICT の は といえる。基 病院で 検査を受けた後、

かかりつけ医で 検査結果を 有できる、病院から 院する に、 院 で

の 療 入院中の経 を しく することができる 、ICT を

し診療 報の連携・ 有を行うことによ て、 れ目なく で、 かつ

な医療を 現でき、地域の医療 連施設と連携している有床診療所として

、より な が可能となる。 

また、有床診療所では、在 療 では が な 者の入院を く受け

入れている。ICT を した地域医療連携 ッ を いた病床の有

のために、有床診療所の 床 報を イ に できれ 、より

な病診連携・診診連携が可能となり、地域医療の につながる。 

ま は 地域における医療 護連携 ッ の構築およ 整備が め

られるとと に、有床診療所が地域 の中核を う とし



 

て の機能を強化・ するために、地域の医療 護連携 ッ への

な 加が 要となる。  



 

2 3 有床診療所の と に ての  

今、地域の医師に められる のは高 病 の医療は で

あるが、 に 要な 事・ の能力の 持 上（いかに 、 し

化 収後に をするか）、 日常 能力の 持（ ン：

イ まで移 できるか、 ッ から き上がれるか、人を るか、 を持

てるか、 ンで まで るか） への であり、 に 知 と

しては、 ・ 護者の に り を解 すること がある。 

これらの事に を けて を ていて 、 の職 と の 有がで

きていなけれ 連携 できない。有床診療所の を マ

護 提供者に広く えていく 要がある。 

病院 院後に 護 が 分に受けられない 、 院後直 に

在 に たり 護 に がると 者の社会 の が重す

る ある。 のような では、 に有床診療所が することを

病院 者に することが重要である。 

う えていくか、 体 な 知方法を え していく 要がある。 

ま 、医師個人としては マ への 、 院の での

、地域 医療 者の まりへの 前 が えられる。施設

としては 医師会 都道 県医師会の に を し

て有床診療所の 報を提供すること 、行 の広報紙 地域コ

報を する 、 にはマ に取り上げて らう の方法が



 

えられる。これらの は個 の施設の とする けではなく、 地域の

有床診療所全体の 知 の 上に がるよう、 調を えるための検討 重

要である。 

また、2018 年（平 30 年）4 月の有床診療所の病床設置に する 改正

により、 により病床設置が可能な診療所の が 直され、地域

の構築のために一 の機能を有し、 要な診療所として められ

る の とされることとな た。新たに病床を整備する の医療機

に しては地域医療構 調整会議で検討されるため、調整会議の 性化と

役割を う 都道 県医師会の有床診療所への支援がますます重要とな

る。 

  



 

2 会 めの 継  

て 代を めた全 代 地域 社会保障の

から、 をはじめとする有事の には高齢者、 、障 者・ 、

の「 要 者」を守り、支援することが になる。 を問

に り う医療を 開している有床診療所の果たす き役割は きい。 

時に取り む医療支援 は医療法、 策基本法 して

法の 3 法が基本となるが、医療法に基 く医療計画は、 改正が行 れて

きた。コロナ禍の中で、2021 年 5 月 21 日に した「良 かつ な医療を

に提供する体制の確保を 進するための医療法 の一部改正」により、

い る 5 病 5 事業に新 感 策が 加された。2024 年 4 月 1 日か

ら開 される第 8 次医療計画は、5 病と 6 事業となる。 

有事（感 を む ）に備え、 の有床診療所は平 から人材

と PP の 備・計画、また、BCP（事業継続計画）・BC （業務継続マ ン

）の策 と、基 病院 行 との連携体制の整備に めなけれ ならない。

BCP に しては、「 護施設・事業所における新 コロナ イ 感

時の業務継続 イ ライン」（ 働 ）を した 護施設・事業 設の

有床診療所では に していることと される。 の有床診療所にお

いて「BCP の え方に基 いた病院 計画 の き」（ 働 、

2013 年 9 月） 中 業 BCP イ 、 の イ ラインを にし

て、平時から体制整備、人材を しておくことが望ましい。日本医師会には、



 

BCP に する 、医療機 の ・減 策の税制上の措置への を要望

したい。



 

第 3 章 有床診療所の経営の安定から承継まで 

3 1 1 有床診療所の経営 

有床診療所の病床を 持するためには入院に携 る看護職員・ 護 の存

在が 可 であるが、現行の有床診療所入院基本 では 分な人 費を う

には 分であり、病院の病 看護師と の を でき 有床診療

所の人材確保を一 にしている。この から 有床診療所入院基本

の な き上げが 要である。 

また、コロナ禍での経営 は しい。2020 年 の経営状況は に 化

し、法人の医業 護収 （収入）減 、医業 護 減 、人 費 上

し、 分 化し、赤 施設は 3 割を めている 1。人員確保・

ング の確保 きな である。 な税制措置を に強化

し、また平時から感 策に しては病院に じた診療報 がなされ

なけれ 有床診療所は持 こたえられない状況にある。今後、人員の ッ

ッ 体制 施設整備面 、 正な みの創設 められる。 



 

3 1 2 経営 の に て  

有床診療所の収 の は入院およ 外 受診 者に する医療の提供で

あり、経営 において中長 な人 計による 者 の は め

て重要である。全国 な 計では、 者は 2030 年まで増加 であるが、

の後は かな減 い を し、2030 年から減 を すとされ

ており、 医療 における医療 要は の人 医療 護提供体制 を

基に に検討する 要がある3。 

 

また、今 の直 の状況ではコロナ禍により外 受診 者は に減 し、

より入院部 の赤 を外 部 で している有床診療所の経営をさら

に な のにしている 1。これら 者の受診 制 は に回 している

が、コロナ禍の収 後の 者受療行 は 化し、減 がより になると

れる4。地域医療における 院の存在 義 を再確 し、 者のみな

ら 連携する医療・ 護施設に 報 していくことが今まで 上に めら

れる。 

のうえで収 を上げる方策としては、新たな医療 ・医療機 の 入に

よる か、地域医療に る 在 な医療・ 護 を り こすことが

げられる。体力のある医療機 であれ な による新 ・機 の

 
3 日本医師会地域医療 報 （ P）  
4 健 保 連 会「新 コロナ イ 感 における受診 調査報告 」（2021 年 3 月

29 日） 2021-03-29-13-34  



 

入で 者増加を できようが、 の有床診療所の経営状況は しい

のではなく有 な てが てない状況にある 1。 

ま は前 の通り、地域における医療・ 護 の である。有床診療

所に められる機能としては、 性 病院から 院した 者の在 ・ 護施設

への受け し機能に加え、在 医療の 、 時への 、終 医療を

う機能がある。中長 な経営 としては地域における人 構 の 化を

え、 の中での 院の 置を再確 し、提供できる医療・ 護

を ラン ングしていくことであり、 の核となるのは 性 病院から

院した 者の在 ・ 護施設への受け し機能である。 

次に、 者と医療 護施設のマッチングへの である。 年では 地域に

おける地域 病 病床 が増加し、 の受け し機能に 化が じ

てきている。 性 を した 者の状 は で の また

であるため、 要とする医療・ 護 となるが、一方で、 れ

ら 者を受け入れる医療・ 護施設の であり、 者・ の

地域 めたマッチングが重要となる。 職 による連携会議 で

地域医療において に 報 が行 れているが、 の会議に要するマン

は な のであり、人 費の高 を すると、マッチングに要す

る 力の 理化は経営基盤強化のため である。 

の 策として医療・ 護施設が提供できる と 者・ の める

とを 化し Iによるマッチング の開 が進めら



 

れることに する。日本医師会は「日本医師会 I 進 ン 」

を 上げ医療 I ラッ 構 を提 しているが、 の機能の中で

地域 における医療・ 護 のマッチング機能の開 めた

い。 者・ の める医療・ 護 と れを提供する医療・ 護施設

の 正なマッチングに有床診療所の が い る。  



 

3 1 3 経営 の からの経 に て  

医療・ 護 は 働力 産業と され、経費の くを人 費が

める。 な人材確保は全産業で 通の最 であるが、 に医療・ 護

業 では 保有が最 となるため、 の は高い。また有床診療

所 中 病院では 病院と して 直体制が 人 1 となる 、

働 が しく、看護職員の確保に する が い。 化 次 看

護 の により 直体制を 持でき 、 むなく 床化する診療所が

られ、20 年 で病床 は に減 している。これらに し、 く

の医療機 では人材 会社に ら るを得ない状況が常 化しており、高

な ・ がさらに経営を している。 

都道 県看護協会による 職業 事業 医師会が行う人材 事業は、

一部を き現時 で な 果をあげているとは言い く、これからの

の進 が される。医療機 の広告 による 人 の費 が 要な

ため、確 に人材が得られる人材 会社の うが費 果に れるとの

ある。しかし、 れら人材 会社は玉 である。高 な を

得ながら 後に 医療機 への 職を める の な業者が存在する

一方で、 な ・ を設 し な人材を している業者 あり、

うした 良業者を い す 夫が 要である。 

人材 に する イ を し 良業者を する方法 医療

機 の人材 に する 報 の を設ける 、 に る人材



 

会社を し、 性に ける な業者を することが医療機

の人材確保に有 な と えられる。これらの を一医療機 で行うに

は があり、医師会 の くの医療機 が協力しあえる の中で人材確

保にあたることが 要であると えられる。 

なお、令和 2 年 働 委 事業により、医療機 、医療系有 職業

会社のための「 正な有 職業 事業者の基 」と「チ ッ 」が

され、2021 年には「医療・ 護・保 分 における 正な有 職業

事業者 制 」が創設された。2021 年 11 月の第 1 回 正 事業者は 19

社であり、 働 職業 「人材 イ 」5において、全

国の有 職業 事業者の （6 か月 の 職者 の 制 の

有 ）について確 できるようにな ている。ま が なく、地域に

よ ては 事業者の が な あると れるが、人材 事業

の 正化への一 としては できる。 

医療機 においては、 なくと 、こうした 正基 を たしているか う

かを事業者に確 し、 正なマッチングにつなげることが重要である。

 
5  



 

3 2 1 承継 診療所 ・ 代  

働 の「医師・ 科医師・ 師 計（ ：医師・ 科医師・ 師

調査）」によれ 、有床診療所を む医科診療所の開設者又は法人の代表者は

2018 年 12 月 31 日現在 71 709 人で、平 年齢は 61 7 とな ている6。 の

う 70 上の者が 15 002 人で全体の 20 りを めている。地域におけ

る医療提供体制を守り続けるためには、医療機 の事業承継が に進む制

構築が 可 な状況である。 

 

 

3 2 2 承継 第 承継に  

医科診療所の事業承継の形 は きく 2 つに 分される。一つは で

の事業承継、 う一つは第三者承継である。第三者承継の には承継 望医

師とのマッチングの機会を のように得るかが イン となる。マッチング

の機会を都道 県医師会 に める があり、会員の要望 地域の に

じ、 に行 ている医師会 あるが、全ての都道 県医師会が取り むこ

とは と える。現状では、 として 業務を行 ている 業

者が中 とな て第三者承継が進む が い。 業者は承継を 望する医

師の 報を く持 ているため、 る の医師の くなる。可能な

ら、 業者の報 の 性 性 めて のおける業者の ・審査

 
6  働 「医師・ 科医師・ 師 計」 33-20  



 

を医師会が専 機 の協力 得ながら行い の 業者を し する

制 の 入が望まれる。 れにより、 る の医師にと て して がで

きる が整うと えられる。 

 

 

3 2 3 承継 感じ 有床診療所で と 

承継であれ、第三者承継であれ、後継者となる承継 望医師が魅力を

感じる有床診療所でなけれ 事業承継を に進めることはできない。コロ

ナ禍への が続く現状ではあるが、地域医療構 の となる中長 な

状況 通しは ていない。 れ え承継の では、 院の地域におけ

る ン 現在の経営基盤を に中長 の事業計画・経営計画を策

し承継 望医師に す 要がある。また、地域の人 減 ・高齢化の進 に

よ てマン の制 が一 しくなるが、時代の れを して、医師・

看護職員は とより職員全員が働き方改革に た 務となるよう体制を構

築していくこと められる。 

 

  



 

3 2  承継 地 の有床診療所承継の めの  

医業承継の現状では、地方から都 部への承継 望は くあるが、都 部か

ら地方への承継 望 は ないようである。また、地方 での承継にお

いては、 承継であ たとして 後継医師が となる が なく

ない。 の最 の要 は な人 減 であ う。このため人 減 が し

い地域で有床診療所を経営している医師にと ての承継問 は であり、

らの力 けでは解 できる可能性がかなり くなる。この問 に して、

に人 減 が しいと えられる地域の事業承継を後 しする経 か

つ税制 支援措置が かつ に 要と える。 

  



 

3 3 1 医療 の と  

平 18 年（2006 年）に した第 5 次医療法改正により、「持分あり医療

法人」は「 分の 」存続する「経 措置医療法人」に 置 けられ今日に

ている。経 措置 にある法人のため事業承継税制がま たく されて

おら 、 のために、「持分あり医療法人」の事業承継は を めている。 

働 の調 では、2021年3月31日現在、全国の医療法人 は56 303

法人で、う 「持分あり医療法人」は 38 083 法人と全体の 67 6 を めてい

る（平 18 年改正医療法施行日の平 19 年 4 月 1 日の前日時 での「持分

あり医療法人」 は 43 203 法人であり、これに しては 5 120 減にす ない）。

現状で医療法人の を める「持分あり医療法人」の事業承継税制を 現す

るためには、経 措置を改める 要がある。 して改めた後に次のような税制

措置を る きである。 

「持分あり医療法人」の医業継続を るため、「持分あり医療法人」に

する新たな 続税 税の 税 ・ 制 を創設することが 要で

ある。 の には、医療法人の 性 営 性に み、中 業の事業

承継税制である、取 のない についての 続税 税の 税

制 と 上の措置とすることが望まれる。 

「持分あり医療法人」の 方法について、 業 方 の

方法を のない 通法人の と じ方法（ の分

を 3 とし、分 の 要 は 0 とする ）に改めることが望まれる。また、



 

産 方 について、医療法で医療法人の社員は 一個の議 を有す

るとされており、 の 社員が な支 を有することはできない

ため、支 割 50 の に 産 の 80 とすること

が望まれる。 

 

 

3 3 2 し医療 の 行 の の  

「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」へ移行して事業承継を に

進めることは の一つとして えられる。 こで、移行を 進する措置で

ある 医療法人制 について、2023 年 9 月 30 日の を再 長すること

が 要と える。また、 医療法人の 者が持分を基 として し基

医療法人へ移行した には、 こで じる「みなし 税」を基

が い しされるまでの は 税を する制 の創設が望まれる。さらに

は、基 医療法人への移行後、 続・ 時の基 にかかる 続税・

税について 、基 の い しがされるまでの は 税を する制

の創設 て 要と える。 

 

  



 

3 3 3 承継 の  

個人版事業承継税制について、この を して 税 を受けた後継

の医師が、 の後に医療法人 りした には、設 される医療法人が「持分

なし医療法人」となるため、個人事業 に う 税 税の を

しなけれ ならない。 こで、 事業 産のす てを基 として して

医療法人 りした は、 基 を とみなして 税 の が

継続できるようにすることが望まれる。 

また、 税 税 の全 要 である事業を継続することができなく

な た「 むを得ない理 」について、現状は「 体上の障 の が 1 又

は 2 」 「要 護状 分が要 護 5」という基 とな ているが、

事 ン の問 によ て継続が しくな た で 基 を

たさ 、「 むを得ない理 」に たらないという しい のであるため、

和することが 要と える。  



 

3  とは の  有床診療所 

病院は、専 性の高い医療提供を行い、 病 療に 化して「病を す」事

が されている医療機 である。 

これに して、かかりつけ医としての有床診療所は、 病 療をする けで

なく「人を癒す」 く、健 護 に り、健 診 チン

を 進して健 増進に めている。地域の が病を得たとして 一人

一人の が える 性の中で本人と の を 重して外 医療と入院

医療、 して 護を提供している。 に 、 保健 産業保健 、地域 職

域での保健について 床診療所とと に強い りを持 ている。 

このように、有床診療所が地域 の中核に 置 けられる

医療機 であり続けるためには、経 に 制 に 存続できる施設体系

検討が 要である。 

ま 、経 には、有床診療所 の医療 を 持する の一 の設備

が常に 要であり、医療 事者が働き方改革に できるよう、これらが

現可能となる保 が設 される 要がある。現在の入院 者への保

の加 の くは 者一人 たりかつ 1 日 たりの加 であり、病床 が

ない有床診療所にと ては加 となる が ないため、加 は病

院とは にならない さい。したが て、病院とは異なる入院医療保

の体系の 入は検討の 地がある。 

次に、制 には、 床を めた診療所という現状の みから れて、「病



 

院」ではなく、また医療法第 30 の 7 の 2 第 2 第 2 にある「病床を有す

る診療所」で ない、「有床診療所」という新たに を した入院施設体

系としての法 上の を設ける方法がある。 に 夫するこ

とができる現行の施設基 のままで、病床 については一 の が

現できれ 一部の有床診療所にと ては福 となり得る。また、経営が しい

病院において 、新しい での「有床診療所」へと方 を できる

可能性が まれる。 

現在、 性 から回 、 性 、時には イ 入院 できる病床

を持つのは有床診療所 けである。地域 の中核で「病を す」

けでなく 者たる「人を癒す」ために、外 けではなく入院ができる医療

施設としての新しい 置 け・ けを行い、新たな「有床診療所」という

の施設体系の再構築ができるよう、 を えたあら る議論を める

ことが望ましい。 

  



 

第 章 専門医療 

1 有床診療所に て 

1 1 有床診療所の  

日本眼科医会では、眼科有床診療所の える問 を検討するため、2005 年

（平 17 年）に眼科有床診療所検討委員会を設置し、1 年に 1 回の委員会開

催と 4 回の ン 調査を 施してきた。2006 年に行な た第 1 回目の

ン 調査時の施設 は 1 040 施設、2009 年の第 2 回目では 1 002 施設、

2012 年の第 3 回では 726 施設、 して最後に行な た 2018 年の第 4 回目では

636 施設に減 していた。 の後、2020 年には 521 施設、2021 年には 511 施

設とな ている。 

第 4 回目の ン 調査の結果を に す。開設者の平 年齢は 58 5

、平 開業年 は 25 1 年で、 3 回の ン 調査と し、開設者

の高齢化と開業年 の長 化が められた。地域 性は 都 ・ が

55 5 と最 く、申 病床 は平 8 2 床。常 医師 は 1 5 人、看護職員

は 6 4 人であ た。病床の 目 は、 が 78 1 と最 で、 者の平

入院日 は 1 6 日、最 く 施される は、白 障 であ た。

している入院基本 は、基本 6 を する施設が 44 0 と最 く、基本

1 を している施設は 7 7 に なか た。有床診療所の 性につい

ては、赤 41 2 、収支 が 44 1 、 りの 14 7 が と回答していた。

性については、 床化する のが 21 0 、有床を続ける のが 79 0 で



 

あ た。 床化の理 は、医師の 力・体力の 16 0 、看護職員確保が

27 0 、 が くな た 25 5 、 性が りに い 21 5 、後継

者がいない 8 0 であ た。 

 

1 2 有床診療所の  

眼科有床診療所は、 80 が 目 に病床を している。 の中で

最 く施行されている白 障 は、高齢者の 知 の に

有 であることは ン で されており、これからの高齢化社会では重

要な である。 な を有する高齢者の は、たとえ で 入

院して行なうことが 全である。しかし、入院 療の中核となる病院眼科では、

看護 要 の い白 障の入院 は されるようになり、通院で 施さ

れることが くな ている。 のため、入院 が 要な高齢者 人、

通院 者 の入院 が な状 とな ている。眼科有床診療所は社会

者を むこれらの 者のために 要な存在とな ている。 

医師の働き方改革によ て、病院の の 者の受け入れが

しくな ている。 のため、 に した の が けに さ

れることがあり、 力 後に する可能がある。眼科有床診療所の中には、

白 障 外に、 体 の 療 外 に している施設があ

る。このような眼科有床診療所では、 外 、 の 療を 要と

する に して に することが可能である。  



 

1 3 有床診療所 めの  

最 の眼科 は、 置 の進 によ て、 かつ 時 で行

えるようになり、通院で を行う施設が増えている。また、前 の通り

を持つ高齢者の入院は重要 が、高齢化した眼科有床診療所開設者は、体

力・ 力の を感じ、看護職員の確保が しく、 性 いため、

けでは病床を 持 なくなり、 床化を検討し める。 後に て

えると入院と通院では きな いがないため、眼科有床診療所開設者の

26 が有床診療所であることの が くな たと している。 

このような 機 状況にある眼科有床診療所を守るためには、 なくと

入院経費の赤 を解 する 要があり、入院基本 の な き上げ 入院

基本 のための要 を、眼科の に た のに改 することを要望

する。 

  



 

2 地域 有床診療所に と の か  

2 1 はじめに 

働き方改革 連法が 2018 年 平 30 年 6 月 29 日に し、医療において

2020 年 4 月から医師 外の職 は 施行されている。医師については

2021 年 5 月 21 日に医療法 改正法（ 働時 、健 確保措置）が 議院

本会議で可 し、2024 年 4 月の 施行が現 とな てきた。 

産科有床診療所は、全分娩 の 47 を取り い、365 日 24 時 イ

で、地域の入院外 者を 守 ている。24 時 え なく働く看護職員は、

みの中で の人 が 要である。 に 24 時 理 する産

科医師 、 病院 からの がないと診療体制が 持できない状況にあ

る。改正法が施行されれ 業時 の 制 許可基 の回 制 により、一人

たり月 4 回しか が なくなるので、医師、看護職員は、さらに くの

要員が 要になり、この人 費を 面するのは しい。また、 病院

からの は 業時 の 制が まり、有床診療所への宿日直許可がないと

有床診療所への は しくなる。一方で 直 オンコ 機は、 れる

ことがなくて の時 は されているので、 働基 での現在の

基 では、宿日直として れており、宿日直許可がないと 直 可能に

なる。これらにより、地域分娩体制の 持は しくなり、産科有床診療所の

院 される。 

2021 年 9 月 1 日 表された日本医師会の「医師における宿直許可の取 に



 

する調査」結果にあるように、現行の宿日直許可基 が に されてい

る。この基 では産科有床診療所の宿日直許可は にな てしまう。地域の

産 医療体制を 持するためには、産科有床診療所の宿日直許可の基 の

再 は の である。 

 

2 2 員の  

看護職員の働き方については、 働基 法第 32 で められた法 働時

を した 業時 は、 業 と に 月で月 100 時 、 月で月 80

時 （年 720 時 ）が されている。看護職員の が ン さ

れると 業時 制の となる。かつ、許可基 の回 制 により、 が

1 人につき月 4 回 となる。産科有床診療所で 365 日、24 時 体制を 持

するには、 の 要員がさらに 要となる。この人 費は現在の分娩報

の では 面が しく、看護職員の宿日直許可（ 働時 の 外）

は、産科有床診療所にと て 問 になる。宿日直許可がされれ 、 有

床診療所は、通常の業務が い を宿直 務に 、 務の ン は

なくなる。宿日直許可は、 務 医療機 において、 の 設備があり、

が 分取り得る体制 して許可される。この許可状況は する

働基 で できる。  



 

2 3 医 の  

2024 年 4 月から診療 事 務医の 務 医療機 が 守しなけれ ならな

い時 外 働時 （年 960 時 ）を という。地域医療提供体制の確

保を目 に、上 を年 1 860 時 とする地域医療確保 （B 、

連携 B ）が設けられている。B は たる 務 の 働時 が を

える 、連携 B は たる 務 の 働時 は が、副業・

業での 働時 を通 すると える可能性があり、 の副業・ 業が地域の

医療提供体制確保の から とされる に される。 

現状では、 を える医師の割 が最 い診療科は産 人科であり、

全体の 2 割とな ている。日本産 人科医会の報告で 、産科医師の年

の施設 時 外在院時 は年 減 し、直 で 996 時 であるが、外 を加

えると 1 934 時 となり、 を えている。 

現況の産科有床診療所では、 病院 から宿日直 務を行う医師の 援

を受けて診療体制を 持している施設が と である。産科医の は、

の病院に、「連携 B 」を取得して らう 要がある。 働 の

が行 た 病院 務医の 務 調査によると、副業・ 業 との通

で時 外 働が年 1 860 時 を えた医師の割 は 23 2 、副業・ 業 が

宿日直許可を取得していることを していて、副業・ 業 の宿日直中の

機時 を け 10 4 である。 病院 の産科医師は院 での時 外 務

時 が長い。宿日直許可の基 が に されれ 、時 外 働時 の上



 

制 によ て、これまでのように 病院 の医師が宿日直の 援 務に

行け 、地域の 産 医療体制に な が ることが される。 

 

2  医 会の医 の から と 

前 の日本医師会調査結果の通り、宿日直許可の基 は に されて

おり、産科有床診療所の 、宿直の許可を得るのは しいと れる。2020

年 4月から施行された働き方改革 連法がま 1年なので、有床診療所での、

通常業務に 理時 の い の分娩を、 の看護職員が う分娩宿

直の が、 働基 の に理解されていない可能性が いにあ

る。産科医師について、診療所での分娩は、 産師・看護職員の分娩 を

理 する業務であり、 に 分な がとれる 務 である。また、看

護職員にと て 、 に 人が 置され、 の分娩は 分な がとれ

る 務 が い。 れと 時に、「 続 な宿直又は日直 務の許可基 」

（一 許可基 ）の「3 宿日直の回 」のた し きにあるように、「法

上宿直又は日直を行いうるす ての のにさ て なお であり、かつ

務の 働 が い 」の援 を再 し、医師 看護職員 と に、月 6 回

の宿直が許可される きである。これらの要 の再 がなされないと、産

科有床診療所の と が許可され 、地域の 産 医療体制に な

が ると れるので、 働 には宿日直許可基 の再 を強く要望す

る。  



 

2  員の の の か  

看護職員については、法がすでに施行されており、職員の働きす を な

がら「 ・ライ ・ ラン 」と「 で な働き方」の 現に けて、

今から 産師、看護職員を確保すること 行して行う 力 要とな て

いる。しかし、 なる くの看護職員の確保は人 費の上 を い、地域の分

娩体制の存続は しい。現在の基 では、宿日直許可されない 、 直・オ

ンコ 機とい た時 外 働を削減する 力 可能となる。法施行に

う職員増員確保をはじめ、地域の分娩体制の存続が可能となるよう、体制整

備に する診療報 の増 、 に有床診療所においての入院基本 の 上げ

地域医療 護 確保基 による 支援、また、職員増員の 確保の

ため、分娩 を上げ るをえ 、 のために、 産 一時 の増 を

働 に強く要望する。 

働き方改革が施行されると看護職員にと て収入の減 につながる。 田

の 21 年 10 月の 任後 の所 表 で第三の として看護、

護、保 に 事する人の収入を増 すと表 し、ま は看護職員 の 改

善 により 現した。令和 4 年 10 月 の なる については、

検討委員会中 整理（令和 3 年 12 月 21 日）において「 上げ 果

が継続される取 を行うことを前提として、 に収入を 3 き上げ

ていくこと」と取りまとめられ、診療報 で することとなるが、 の

が強く められている。  



 

2  医 の の の か  

有床診療所の院長（ 理者）には法の は く、有床診療所 務医には法

が されるが、有床診療所には B の とはならない。また、有床診療

所での分娩体制を 持するためには 病院 から される医師の 援は

であるが、 医師は 2022 年 4 月から医療 務 改善支援 ン に

よる を受けなけれ ならなくなる。 働 で、2021 年 中に全病院

を とした 働時 の 状況調査を 施し、 を える医師がいる医

療機 には都道 県の医療 務 改善支援 ン を通じて、「医師 働時

計画」を する支援をする計画とな た。また、2023 年 までの

時 計画の については、 力義務に改められた。第三者 の 2024

年 の取 目 となり、義務化が 力義務に 和されたが「医師 働時

計画」を するには な時 を要するため、法施行日までに、

病院に連携 B を取得して ら ないと、有床診療所では医師が オ

ンコ 機ができなくなる可能性がある。よ て めの 備を 者に要

望する。 

 

最後に、要望のまとめを に す 

1）通常業務に 理時 の い の分娩を い、 の看護職員が

置されている産科有床診療所の現状（医師、看護職員 に、 分 が

取れる 務 ）を まえ、宿日直許可基 の再 （ 働 ） 



 

2）働き方改革 連法の 施行に う職員増員の確保のため、診療報 の

増 、地域医療 護 確保基 による 支援、 産 一時 の増

（ 働 ） 

3）働き方改革施行に う看護職員の収入減 への （ ） 

4） 病院に連携 B を取得していた くための めの 備（

の病院 者） 

 

  



 

3 有床診療所の と  

3 1   

2021 年（令和 3 年）に行 れた日本 床整形外科 会による会員基本

調査では整形外科有床診療所は 686 施設であ た。2018 年の調査では 793

施設、2015 年は 1 092 施設であり、 として施設 の減 に めはかか

ていない。整形外科 専 医療が可能な有床診療所が減 することは、 者

の 性の と の病院の 増につながる可能性がある。  

 

整形外科有床診療所の入院機能は、 つに できる。 

1） 療法を 体として専 医療に 化した施設  

2）保存 療を 体とし、地域医療を う施設 体 、 の

固 、基 病院で行 た 後、 を要する 者の受け入れ、

に加え、 護保 事業 がける   

1 のみなら 、2 において 整形外科 保存 療を行うという で専 医療

である。  

に しては、日本 床整形外科 会有床診療所部会の調査 2016 年、回

答 120 施設 では、年 む が 100 上は 51 施設 43 、

50 上では 64 施設 53  であ た。このように、有床診療所において

くの を行 ており、病院への 中を 、結果 に病院 務医の 減

に していると れる。  



 

また、開設 は高 な を に行 ていたが、開設者 の高齢化、

施設・設備の 化、基 病院の 、 者要 の高 化 の要 によ

り、 が減 し、保存 療が 体とな てきた い。つまり、

1 から 2 に移行する が なくない。 

え 、 人が し けなくな て で 性 病院に され、

検査の上、 体 と診 された 、 くは が 要でないため、入

院を られるか、入院できて に 院を められることになる。しかし、

コ ッ を したとして 、 できる になるまで 1 2 では

りない。つまり、病院から に たとして した ができな

い。有床診療所はこのような 者を受け入れ、 の に 癒 の確 をし、

要であれ の 療をしながら を進めることができる。

さらに 行して、 護保 の申 を ま 、 マ と連携して 院後

の ランを てる の を取 ている施設は い。これ 、有床診療所

が地域の 者の に えている重要な役割であると れる。  

また、整形外科有床診療所の入院機能として、 ・ ・ マチ

性 の を に行 ている施設 あるし、 医療の 療とし

て外 者 を受け入れ、 の役割を ている施

設 ある。 に 性 病院より在 への しとしての 者 受け入れる

い。 

とこ が、平 26 年 診療報 改 において、「7 1 入院基本 」の施設



 

基 として「 への 院 者割 75 上」の要 が加 た。これらは、

けでなく、在 の基 が設 された病 地域 病 、

回 病 、在 機能強化加 を する療 病 への 分

として 入できるが、有床診療所は まれていなか た。この結果、有床診療

所で 性 病院からの 院 者が 減した。 

の後の改 で、有床診療所への 院 「 院 者」として取り

れるようにな た のの、すでに の に 院の が有床診療所を経

しない のに固 してしま た いか、 性 病院から有床診療所への 院

となる れが 前の に回 していない。結果 に 床が増加し、整形外科有

床診療所の 営に支障をきたしている。 

2018 年の日本 床整形外科 会有床診療所 ンググ の調査では、

整形外科有床診療所における病床 働 は 62 であ た。病床 働 の

は経営に直 を える。これに加え、働き方改革（職員は になる

が開設者の は 増）、 のコ ッ ・職員 の上 の経費

の上 が続いている。 

かに 、2013 年の福岡 整形外科有床診療所 の後、2016 年には

法施行 が改正され、 のために が 要な 者がいる 4 床 上の有

床診療所について、 として、 床面 にかか ら 、 ン ラ 設

備の設置を義務 けることにな た。これは 床化するか うか ていた

有床診療所にと て とつの になる。つまり、現在 ン ラ



 

設置の整形外科有床診療所は 床化 備 と言える。 

さらに、コロナによる外 者の な減 がこれに い をかける。

と と外 収入の り上げで病床の赤 分を してきた整形外科有床診療

所にと て、外 収入の減 は経営を直 している。この現状では い整形外

科医が 性と医師としての の の面で有床診療所を するの 理

はない。有床診療所を 営している医師であ て 、年に一回くらいは で

行に行きたいと うのは な いである。 

 

 

3 2   

くの問 は、マン の 入に して う収入が得られないことに

する。有床診療所は地域 の となると言 れながら 、

有床診療所には地域 病床の入院 が められていない。また、回

ン病床 められていない。 

者・ にと て な 所で を受けられることは有 であ

る。有床診療所が今後さらに ンを ・有 に提供してい

く体制を得られるように、入院基本 の ッ と にこれらの加 を さ

ることが、整形外科有床診療所の減 に めをかける上で重要と れ

る。 い整形外科医が 望を持 て有床診療所経営に める を整えるこ

とが望まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（白紙） 
  


